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特
命
全
権
大
使
が
内
閣
総
理
大
臣
の
交
代
に
つ
い
て
苦
言
を
呈
し
た
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
一
月
九
日
付
日
本
経
済
新
聞
夕
刊
は
、
「
頻
繁
な
首
相
交
代
に
苦
言
」
と
の
見
出
し
で
、
同
月
八
日
、
藤
崎
一
郎
駐

米
日
本
国
大
使
が
記
者
会
見
で
、
「
外
交
の
基
本
は
ハ
イ
レ
ベ
ル
で
の
信
頼
関
係
だ
。
一
定
の
期
間
、
相
手
が
い
て
話
が
で
き

る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
頻
繁
な
首
相
や
外
相
の
交
代
は
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
苦
言
を
呈
し
た
旨
報
じ
た
記

事
（
以
下
、
「
日
経
記
事
」
と
す
る
。
）
を
掲
載
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
日
経
記
事
」
を
外
務
省
は
承
知
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

我
が
国
は
、
安
倍
晋
三
総
理
か
ら
菅
直
人
総
理
ま
で
の
五
名
の
総
理
が
ほ
ぼ
一
年
に
一
度
の
頻
度
で
交
代
し
、
現
在
の
野

田
佳
彦
総
理
に
至
っ
て
い
る
。
外
務
大
臣
に
関
し
て
は
、
安
倍
内
閣
か
ら
現
野
田
内
閣
ま
で
八
名
に
上
り
、
三
年
前
の
政
権

交
代
か
ら
は
、
現
在
の
玄
葉
光
一
郎
外
務
大
臣
で
実
に
四
名
を
数
え
る
。
藤
崎
大
使
は
、
「
日
経
記
事
」
に
書
か
れ
て
い
る

よ
う
に
、
右
の
状
況
を
「
頻
繁
な
首
相
や
外
相
の
交
代
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
政
府
、
外
務
省
と
し
て
も
同
様
の
認
識
を

有
し
て
い
る
か
。

三

一
般
に
、
我
が
国
の
外
交
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
並
び
に
外
務
大
臣
が
一
年
ほ
ど
で
頻
繁
に
交
代
す
る
こ

と
は
、
我
が
国
の
外
交
上
、
国
益
上
、
好
ま
し
い
こ
と
と
言
え
る
か
。
政
府
、
特
に
外
務
省
の
見
解
如
何
。

一



四

我
が
国
の
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
が
頻
繁
に
代
わ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
も
、
政
府
の
一
員
と
し
て
外
国
に
赴

任
す
る
特
命
全
権
大
使
が
、
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
の
任
期
の
長
短
、
交
代
の
頻
度
に
つ
い
て
批
判
を
し
、
苦
言
を
呈
す
る

こ
と
は
、
自
身
の
職
責
、
権
限
を
越
え
た
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


